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第５節 精神疾患                    

１．精神疾患について 
（１）精神疾患について 

【精神疾患の状況】 
○精神疾患には、統合失調症、認知症、児童・思春期精神疾患、気分障がい、PTSD、依存症、

てんかん、高次脳機能障がい、摂食障がい、発達障がい等多様な疾患があり、疾患により発

病の時期や症状の現れ方は異なります。また、疾患によっては、長期化、慢性化することも

あります。 

 

○幻覚・妄想や、幻聴、抑うつ気分、不眠、不安感、焦燥感、意欲や集中力の低下等、疾患に

より様々な症状があります。また、動悸やめまい、嘔吐、下痢等の身体症状が現れることも

あります。 

 

○脳血管性認知症のように原因のわかるものもありますが、多くは原因が不明です。症状の個

人差や変動も大きく、一般的に、人間関係を含む日常生活や就労等様々な場面において困難

が生じることがあります。 

 

○疾患と生活障がいを併せ持つこともあるため、医療による治療と共に、生活のしづらさや社

会復帰への支援が重要になります。 

 

【精神疾患の治療】 

   ○疾患や病状に応じて、薬物療法、精神療法、心理療法、リハビリテーション等、様々な治療

を組み合わせます。 

 

○また、必要に応じて福祉サービス等を活用した生活への支援等を併せて行ったり、同じ病気

を持つ仲間の集まりである自助グループ等につなげたりすることも大切です。 

 

○急性増悪時や、強い自殺念慮があるとき、身体科の合併症があるとき、薬の調整を行うとき、

十分な休息が必要なとき等は、必要に応じて入院治療を行います。 

 

 

参考資料１
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（２）医療機関に求められる役割 

【多様な精神疾患に対応した治療】 

○統合失調症や気分障がい、依存症、認知症、PTSD等多様な精神疾患への対応が可能である

こと 

 

【精神科救急医療体制への参加】 

○夜間・休日の精神科救急や措置入院、身体合併症等の受入れを行うこと 

 

【地域移行・地域定着・地域生活支援】 

○早期退院支援の取組、長期入院者の地域移行への取組が可能であること 

○精神障がい者が地域の一員として安心して自分らしく暮らすことができる地域包括ケアシ

ステム構築のため、地域生活支援機関と連携した医療の提供を行うこと 

 

（３）精神疾患の医療体制 

○精神疾患に関する医療は、地域医療体制、急変時における入院体制に加え、地域移行支援や

地域生活支援等、症状に応じて各医療機関が福祉機関等と連携しながら行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 7-5-1 精神疾患の医療体制のイメージ図 



第７章 ５疾病５事業の医療体制 第５節 精神疾患 

- 233 - 

 

２．精神疾患医療の現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）精神疾患の罹患状況 

【精神疾患患者数】 

○大阪府における精神保健福祉手帳所持者数、通院医療費公費負担患者数は国と同様に増加傾

向にあり、入院者数は減少傾向となっています。 

 

○精神疾患患者数の内訳では、厚生労働省の令和２年患者調査による推計総患者数注 1 による

と、その他の精神及び行動の障がいが最も多く、次に神経症性障がい・ストレス関連障がい

及び身体表現性障がい、気分障がいとなっています。 

 

 

   

 

 

 

 

 

◆大阪府における精神保健福祉手帳所持者数、通院医療費公費負担患者数は増加が

続いており、二次医療圏ごとに多様な精神疾患に対応できる医療機能を明確化す

るとともに、身体科との連携も含め、連携体制の充実が必要です。 
 
◆依存症が疑われる人の推計数に対して治療を受けている人は少なく、アルコー

ル、薬物、ギャンブル等依存症の人が地域で受診できる、治療可能な医療機関の

増加を図るとともに人材の養成を図る必要があります。 
 
◆夜間・休日精神科救急医療システムとして、府民からの相談窓口、精神科救急医

療受診にかかる調整窓口、措置診察の受付窓口、合併症支援システムがあります

が、合併症支援システムについては、さらに利用しやすいシステムにするために

改善を図る必要があります。 

図表 7-5-2 精神保健福祉手帳所持者数 図表 7-5-3 通院医療費公費負担患者数 

※全国の値は「精神保健福祉手帳交付台帳登載数」 

大阪府の値は「精神保健福祉手帳所持者数」 
出典 厚生労働省「衛生行政報告例」、 

大阪府「こころの健康総合センター調べ」 

※全国の値は「自立支援医療（精神障がい者・ 

児の精神通院医療）の給付決定件数」 
大阪府の値は「自立支援医療（精神通院）受給者数」 

出典 厚生労働省「福祉行政報告例」、 

大阪府「こころの健康総合センター調べ」 

注 1 患者調査による推計総患者数：調査日現在において、継続的に医療を受けている者（調査日には医療施設で受

療していない者を含む。）の数を次の算式により推計したものです。 

総患者数＝入院患者数＋初診外来患者数＋再来外来患者数×平均診療間隔×調整係数（6/7） 
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【精神科入院患者の状況】 

○大阪府における入院患者数を年齢階級別にみると 70 歳代が最も多く、60 歳以上の割合が

半数を占めています。これは、認知症（症状性を含む器質性精神障がい）が入院患者全体の

3 割弱を占めることや、入院患者の 5 割を占める統合失調症の約 6 割が 60 歳以上である

ことなどによると考えられます。 

  

○また、入院形態別にみると医療保護入院の割合が半数を超えています。 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 国立精神・神経医療研究センター「精神保健福祉資料」 

   大阪府「精神科在院患者調査」 

図表 7-5-5 主たる精神疾患の患者数（令和 2 年） 図表７-5-4 入院患者数 

出典 厚生労働省「患者調査」 

図表 7-5-6 年齢階級別患者数（令和４年） 図表 7-5-7 疾患名別患者数（令和４年） 

出典 大阪府「精神科在院患者調査」 
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【自殺者の推移】 

○大阪府の自殺者数は、ほぼ全国と同様の傾向 

で推移し減少傾向を維持していましたが、 

令和 2年は前年より増加しています。 

 

○令和３年は減少したものの、令和 4年は 

1,488人と再び増加しています。自殺の背景 

には様々な社会的要因が複雑に関係しており、 

 大阪府自殺対策推進計画に基づき、引き続き 

総合的な自殺対策を推進する必要があります。 

    

 

 

（２）こころの健康に関する相談支援状況 

○大阪府内の保健所（大阪市は保健福祉センター、堺市・東大阪市は保健センター）のこころ

の健康相談は、令和３年度相談実数で 12,356 件、訪問実数は 3,960 件、相談延べ数は

107,409件、訪問延べ数は 12,605件となっています。保健所等における相談・訪問数は

平成 30年度以降減少傾向にあります。 

 

 

 

図表 7-5-10 自殺者数 

出典 警察庁及び大阪府警察本部「自殺統計」 

図表 7-5-8 統合失調症、統合失調症型障がい及び 
妄想性障がいの年齢区分別患者数（令和４年） 

出典 大阪府「精神科在院患者調査」 

 

図表 7-5-9 入院形態別患者数（令和４年） 
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【精神保健福祉センター】 

○大阪府こころの健康総合センター、大阪市こころの健康センター、堺市こころの健康センタ

ーの 3施設があり、地域精神保健福祉活動の総合的かつ中核的な機関として、精神保健及び

精神障がい者の福祉に関する知識の普及、調査研究及び複雑困難な相談指導等の事業を行う

とともに、保健所、市町村その他精神保健福祉関係機関に対し、技術指導、技術援助を行っ

ています。 

 

  ○それぞれの精神保健福祉センターで実施して 

 いる電話相談の合計件数注 1は、令和３年度は 

 24,089件となっており、増加傾向となって 

 います。 

 

 

（３）精神科医療機関等の現状 

○府内で精神科医療を行う病院（精神病床あり）は 59施設、精神科医療を行う病院（精神病

床なし）は 43 施設、精神科治療を行う診療所は 522 施設となっています。平成 29 年よ

り精神科医療を行う病院（精神病床あり) は２施設減少しており、 精神科医療を行う病院

（精神病床なし）は２施設、精神科治療を行う診療所は 68施設、それぞれ増加しています。 

 

 

出典 大阪府「地域保健課調べ」 

図表 7-5-11 保健所等の精神保健相談及び訪問実施状況 

（実数） （延べ数） 

※大阪市は保健福祉センター、堺市・東大阪市は保健センター、大阪府・高槻市・豊中市・枚方市は保健所の実績を合算。 

匿名の電話相談は含まない。 

図表 7-5-12 精神保健福祉センター実施の 
電話相談件数 

出典 大阪府「地域保健課調べ」 

注 1 電話相談の合計件数：「こころの電話相談」（大阪府）、「こころの悩み電話相談」（大阪市）、「こころの電話相
談」（堺市）、「こころの健康相談統一ダイヤル」（大阪府、大阪市、堺市各実施）、「新型コロナこころのフリー
ダイヤル」の相談件数の合計です。 
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【精神病床数】 

○府内における精神病床（許可病床数）は、令和４年 6月 30日現在 17,843床です。 

 平成 27年より 1,061床減少しています。 

 

 

 

（４）多様な精神疾患等に対応できる医療機関の明確化 

  ○本計画では、「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」を踏

まえて医療機関の役割分担や医療機能を整理し、多様な精神疾患等ごとに役割を明確化し、

都道府県連携拠点や地域連携拠点を担う医療機関及び地域精神科医療機関を定めています。 

 

【都道府県連携拠点医療機関】 

  ○都道府県連携拠点医療機関は、例として統合失調症は 25施設、認知症は 24施設、うつ病

が 16 施設（令和 4 年 10 月 1 日現在）となっていますが、拠点に求められる機能をより

明確化し、統合失調症 28 施設、認知症は 25 施設、うつ病は 14 施設（令和 6 年 4 月 1

日予定）となります（図表７-5-32参照）。 

 

精神病床の種類 施設数 病床数 精神病床の種類 施設数 病床数

精神科救急 15 1,246 医療観察法入院 1 33

精神科急性期治療病棟入院料 15 923 地域移行機能強化病棟入院料 3 170

精神療養病棟入院料 32 4,546 児童・思春期精神科入院医療管理料 3 107

認知症治療病棟入院料 24 2,132 15対１入院基本料 46 7,905

精神科救急・合併症入院料 1 28 その他 12 753

合計 17,843

図表 7-5-15 精神病床の種類（令和４年６月 30 日現在） 

図表 7-5-13 精神科医療を行う病院数（令和４年） 図表 7-5-14 精神科医療を行う診療所数（令和４年） 

出典 大阪府「こころの健康総合センター調べ」 

出典 国立精神・神経医療研究センター「令和４年度精神保健福祉資料」 
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【地域連携拠点医療機関】 

  ○地域連携拠点医療機関は二次医療圏ごとに定めており、例として、統合失調症は 102施設、

認知症は 68 施設、うつ病が 32 施設（令和 4 年 10 月 1 日現在）となっていますが、統

合失調症は 95 施設、認知症は 71施設、うつ病は 36 施設（令和 6年 4 月 1 日予定）と

なります。 

 

【地域精神科医療機関】 

  ○地域精神科医療機関は、例として統合失調症は 453 施設、認知症は 385 施設、気分障が

いが 527施設となっており、それぞれ増加しています。 

 

 

 

 

○子どもの心診療ネットワーク事業、てんかん地域診療連携体制整備事業においては、身体科、

小児科も含めた子どもの心の診療機関マップ、てんかん診療医療機関検索サイトを作成して

います。登録医療機関数は子どもの心の診療機関マップ 71 機関（令和 4 年度）、てんかん

診療医療機関検索 145機関（令和 4年度）となっており、登録医療機関は増加しています。 

 

○多様な精神疾患等に対応できる医療機関の構築に向け、医療機関の連携を図るべく圏域ごと

に協議を行っていますが、アルコール依存症・うつ・てんかん・高次脳機能障がい・摂食障

がい・認知症など身体科との連携が高い疾患についてのさらなる連携推進が求められます。 

 

○地域体制の構築や医療機関連携の推進を図るために、都道府県連携拠点・地域連携拠点の医

療機能の情報の活用を図る必要があります。 

 

二次医療圏 統合失調症 認知症 うつ

豊能 11 10 0

三島 11 5 2

北河内 9 6 4

中河内 5 4 1

南河内 8 10 4

堺市 6 6 2

泉州 17 16 6

大阪市 28 14 17

大阪府 95 71 36

二次医療圏 統合失調症 認知症 気分障がい

豊能 55 41 61

三島 31 33 38

北河内 39 36 46

中河内 27 23 30

南河内 25 23 26

堺市 39 37 44

泉州 39 40 44

大阪市 198 152 238

大阪府 453 385 527

出典 大阪府「地域保健課調べ」 

図表 7-5-16 地域連携拠点医療機関数 
  （令和６年４月１日予定） 

図表 7-5-17 地域精神科医療機関数 
 （令和５年２月１日現在） 

出典 大阪府「こころの健康総合センター調べ」 
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（５）難治性精神疾患の治療の医療機関 

  ○大阪府内で難治性精神疾患の治療薬である治療抵抗性統合失調症治療薬（クロザピン）を使

用できるとして公表されている医療機関は、令和５年３月 2日現在、28施設（豊能４か所、

三島５か所、北河内５か所、中河内３か所、南河内 3か所、堺市３か所、泉州 1か所、大阪

市 4か所）、登録患者数は 1,045人となっています。 

 

○また、重篤な副作用への対応を行う「難治性精神疾患バックアップ拠点」として、関西医科

大学総合医療センターを位置付けています。 

 

○難治性精神疾患の治療が必要な人が治療を受けることができるよう、専門的治療の普及を図

る必要があります。 

 

 

（６）アルコール、薬物、ギャンブル等の依存症と治療医療機関 

○アルコール依存症の状況等に関する国の調査によると、全国のアルコール依存症が疑われる

人（AUDIT15点以上）の割合は 2.9％と推計され、この結果を府の成人人口に当てはめる

と、約 22万人と推計されます。また、同調査において、全国のアルコール依存症を有する

人の割合は 0.2%と推計され、府の成人人口に当てはめると、約 2万人と推計されます（出

典 平成 30年「アルコール依存症の実態把握、地域連携による早期介入・回復プログラム

に関する研究」AMED（国立研究開発法人日本医療研究開発機構））。 

 

○薬物依存症については、府内におけるその他の精神作用物質使用による精神及び行動の障が

いの患者推計数は 4,000人となっています（出典 厚生労働省 令和 2年「患者調査」）。 

 

○府内における過去 1 年以内にギャンブル等依存が疑われる人の割合（SOGS 質問票を用い

た得点が 5 点以上）は成人の 1.9％で、府の成人人口に当てはめると約 14 万 3 千人と推

計され、そのうちギャンブル等依存症に該当する人は約半数と推定されます。 

 

○また、将来「ギャンブル等依存のリスクがある人」（SOGS質問票を用いた得点が３～４点）

は成人の 1.5％で、ギャンブル等依存が疑われる人と合わせた「ギャンブル等依存が疑われ

る人等」は 3.4％となります（出典 令和 4年 11月実施大阪府実態調査）。 

 

 



第７章 ５疾病５事業の医療体制 第５節 精神疾患 

- 240 - 

 

○アルコール、薬物、ギャンブル等の依存症は、病気に対する理解不足や偏見等により治療に

むすびつきにくい、治療を担う医療機関等が少ない、治療や相談支援に関わる機関の支援ス

キルや相互連携体制が不足している等の課題があり、対応が必要です。 

 

○府内では、依存症治療拠点機関は１施設、依存症専門医療機関は 16 施設あります。うち、

アルコールは 15施設、薬物は５施設、ギャンブル等は 7施設です。平成 29年度より、ア

ルコールは 12施設、薬物は３施設、ギャンブル等は５施設増加しています。 

 

○依存症の診察のできる医療機関（地域精神科医療機関）は、アルコール 109 施設、薬物６

１施設、その他依存症 51 施設（令和 5 年 2 月 1 日現在）となっており、平成 29 年度よ

りアルコール 27施設、薬物５施設、その他依存症 22施設とそれぞれ増加しています。な

お、ギャンブル等依存症については 25施設となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

アルコール 薬物 ギャンブル等

新阿武山病院 ○

特定医療法人大阪精神医学研究所 新阿武山クリニック ○ ○

大阪府立病院機構 大阪精神医療センター ○ ○ ○

ねや川サナトリウム ○

医療法人 東布施野田クリニック ○ ○ ○

東大阪山路病院 ○

結のぞみ病院 ○ ○ ○

新生会病院 ○

阪和いずみ会病院 ○

久米田病院 ○ ○

浜寺病院 ○

医療法人 藤井クリニック ○ ○ ○

医療法人小谷会 小谷クリニック ○

医療法人遊心会 にじクリニック ○ ○

医療法人孟仁会 悲田院クリニック ○

金岡中央病院 ○

アルコール 薬物 ギャンブル等

大阪府立病院機構 大阪精神医療センター ○ ○ ○

図表 7-5-18 依存症治療拠点機関（令和５年６月 1 日現在） 

図表 7-5-19 依存症専門医療機関（令和５年６月１日現在） 
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（７）認知症の医療の提供や支援体制の構築に向けた医療と介護の連携 

○認知症疾患医療センターは府内に 14施設あり、専門医療相談、鑑別診断、身体合併症・周

辺症状の急性期対応、かかりつけ医との連携、患者・家族への介護サービス情報の提供と相

談への対応、医療情報の提供等の介護サービスとの連携を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○認知症の人やその家族を地域で支えるためには、医療サービスと介護サービスが相互に連携

しながら、切れ目なく提供される必要があり、地域包括ケアシステムの構築を担う市町村は、

専門医療機関や急性期病院等との連携が必要です。 

 

○医療機関での早期診断・早期対応から退院後の在宅での生活に至るまでの適時・適切な医療、

介護等の提供に向けた体制整備は依然として不十分であり、認知症疾患医療センターや認知

症に対応する医療機関、急性期病院等から在宅生活への移行を円滑に結ぶ市町村域を超えた

広域的な医療と介護の連携が求められています。 

 

 

（８）地域移行・地域定着の推進 

○精神障がいの有無にかかわらず誰もが安心して地域で生活できる地域共生社会を実現する

ために「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム」の構築をめざし、長期入院精神障

がい者の地域移行・地域定着を推進しています。 

二次医療圏 医療機関名 二次医療圏 医療機関名

豊能 さわ病院 泉州 水間病院

三島 新阿武山病院 ほくとクリニック病院

北河内 東香里病院 大阪市立弘済院附属病院
※1

中河内 八尾こころのホスピタル 大阪公立大学医学部附属病院

南河内 大阪さやま病院 医療法人圓生会 松本診療所※2

浅香山病院 大阪府済生会野江病院※2

阪南病院 医療法人 葛本医院
※2

大阪市

堺市

※1 病院の所在地は豊能二次医療圏（吹田市）ですが、大阪市により指定されています。また、令和９年度
　　に閉院後、住吉市民病院跡地に開設される新施設が認知症疾患医療センターの機能を担う予定です。
※2 連携型

図表 7-5-20 大阪府・大阪市・堺市指定の認知症疾患医療センター（令和５年４月１日現在） 
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○大阪府においては、精神科への入院後 3か月時点 

で 65％台、1年時点で 89％台の患者が退院して 

いる一方で、1年以上の在院患者の割合は入院者 

全体の 57～59％を占めており、在院期間は短期 

間と長期間で二層化しています。 

 

○入院が新たに長期化することを防ぐためには、入院 

 した時点から地域の支援が途切れることがないよう 

 留意していく必要があります。 

 

 

 ○精神病床からの退院後 1年以内の地域における平均生活日数注１は、平成 30年度で 325.1日

となっていますが、安心してその人らしい地域生活を送るためには、まずは地域における基盤

が整備される必要があり、容態が不安定となった場合等にいつでも安心して受診できる医療が

身近にあるとともに、生活の場や日常的な生活支援等が包括的に提供されることが重要です。 

 

 

 

 

 

 

３か月時点 ６か月時点 １年時点

平成28年度 65.7% 82.9% 89.7%

平成29年度 65.5% 82.6% 89.5%

平成30年度 65.3% 82.3% 89.3%

入院年度
入院後

退院年度 日数

平成28年度 323.4

平成29年度 323.6

平成30年度 325.1

注 1 精神病床からの退院後１年以内の地域における平均生活日数：精神病床から地域に退院した１年以内在院の患

者の、退院後の１年間の地域での生活日数の合算を退院者の総数で除したものをいいます。 

図表 7-5-21 精神科在院患者の状況 

出典 大阪府「精神科在院患者調査」 

図表 7-5-22 入院後の退院率 

図表 7-5-23 精神病床からの退院後１年 
以内の地域における平均生活日数 

出典 厚生労働省「精神保健福祉資料」 
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（９）新興感染症の発生・まん延時における体制 

○新興感染症の発生・まん延時においても、感染による身体悪化と精神症状それぞれの状態に

応じた必要な入院が確保できるよう、精神科救急システムの活用、精神科をもつ三次救命救

急センター等と連携等も含めた体制構築が必要です。 

 

○新興感染症の発生から感染症法に基づく発生の公表前までの発生早期の段階においては、感

染症病床を有する感染症指定医療機関において、発生の公表後は、これら感染症指定医療機

関に加え、感染症法に基づく第一種協定指定医療機関（入院・精神疾患対応可）を中心に、

感染症に感染した精神疾患患者に対応していくこととなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○精神病床を有する医療機関については、公立病院及び地域医療支援病院の全てが第一種協定

指定医療機関となっており、特に、流行初期期間は、第一種協定指定医療機関となっていな

いその他の医療機関において、感染症患者以外の精神疾患患者受入れ機能を平時よりも強化

することが求められます。 

 

○新興感染症の発生・まん延時における精神疾患に関する医療体制を確保するには、各地域に

おいて、協定締結状況を踏まえた各医療機関の具体的な役割分担等について、事前に協議し

ておくことが重要です。 

 

 

 

(n) (a) (a/n) (b) (b/n)

61 11 (18.0%) 19 (31.1%)

A．公立病院（特定機能病院除く） 4 4 (100%) 4 (100%)

B．公的医療機関等（A及び特定機能病院除く） 1 0 (0%) 0 (0%)

C．特定機能病院 4 0 (0%) 0 (0%)

D．地域医療支援病院（A及びB除く） 1 1 (100%) 1 (100%)

E．民間医療機関（A～D以外） 51 6 (11.8%) 14 (27.5%)

精神病床を有する医療機関

医療機関分類 医療機関数

第一種協定指定医療機関数

流行初期期間
（発生公表後３か月程度）

流行初期期間経過後

新興感染症の発生・まん延時における体制の全般については、「第７章第８節 感染症（新興感染症発生・

まん延時における医療含む）」を参照。 

図表 7-5-24 精神病床を有する医療機関における第一種協定指定医療機関（入院・精神疾患対応可） 

（令和６年３月８日時点） 

※精神病床を有する医療機関以外の協定指定医療機関（精神疾患対応可）を除く 
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（10）精神科病院入院患者の適正な医療及び保護の確保 

○安心して地域で生活をするためには、入院が必要となった際に安心して医療が受けられるこ

とが必要です。精神科病院に入院する患者の適正な医療及び保護を確保するため、精神医療

審査会を設置し、精神病床を有する病院の医療保護入院者の入院届等の審査や、入院者から

の退院・処遇改善請求の審査を行っています。 

 

○精神科病院入院患者の人権尊重を基本とした適正な医療提供と処遇の向上を図るため、病院

に立ち入り、入院患者の症状や処遇について調査し、必要な指導を行う精神科病院実地指導

を行っています。 

 

○精神保健福祉法の改正（令和 6 年 4 月 1 日施行）により、医療保護入院の入院期間の法定

化、虐待の通報窓口の設置が義務付けられたことから、入院期間の更新については、その必

要性について速やかに審査を行うとともに、虐待の早期発見、再発防止のためのさらなる取

組を行うなど、よりよい精神科医療の提供に向けた推進が必要です。 

 

 

（11）精神科緊急・救急医療体制 

○夜間・休日において症状が急変した時も、安心して医療にかかれるよう精神科救急医療の体制の

構築を図っています。 

 

【精神科救急拠点病院】 

○府内で夜間・休日の精神科救急拠点病院（輪番病院）となっている病院は 34施設（令和５

年４月 1日現在）となっており、平成 29年度より１施設増加しています（豊能 3か所、三

島 4 か所、北河内４か所、中河内 4 か所、南河内 4 か所、堺市３か所、泉州 11 か所、大

阪市１か所）。 

 

【大阪府夜間・休日精神科救急システム】 

○精神科の救急医療に対応するため、大阪府、大阪市及び堺市は共同で、府民からの相談窓口

である「おおさか精神科救急ダイヤル」、精神科救急医療受診にかかる調整窓口である「おお

さか精神科救急医療情報センター」、「夜間・休日措置診察受付窓口」、「精神科合併症支援シ

ステム」を「大阪府夜間・休日精神科救急システム」として運営しています。 
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○救急医療システムによる精神科救急拠点病院への入院者数は年により増減があり、令和４年

度は 1,493人でした。緊急措置入院者数は平成 28年度以降増加傾向です。 

 

○警察、救急隊、おおさか精神科救急ダイヤルから依頼のあった夜間・休日に精神科救急医療

を必要としている人に対し、救急拠点病院（輪番）への受診及び入院受入れの調整を行って

います（令和４年度おおさか精神科救急情報センター利用件数（大阪市・堺市含む）は 

2,660件）。 

 

○府民からの相談窓口である「おおさか精神科救急ダイヤル」への受診相談のうち、緊急性の

高いものは、おおさか精神科救急医療情報センターへつないで受診・入院先を調整していま

す。受入れ病院決定までに要する平均時間は、1時間 15分（平成 28年度）でしたが、57

分（令和 4年度）と短くなっており、1時間以内での対応が可能となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 7-5-26 精神科救急拠点病院への 
入院者数・緊急措置入院者数 

出典 大阪府「こころの健康総合センター調べ」 

図表 7-5-25 大阪府夜間・休日精神科救急システム（概要図） 

図表 7-5-27 精神科救急医療情報センター依頼元 
（令和４年度） 
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 【夜間・休日精神科合併症支援システム】 

○精神科病院（合併症支援病院）において、精神・身体合併症患者を受入れた二次救急病院等

に対して、電話コンサルテーションを実施するとともに、身体的な処置を終えた患者のうち、

精神科治療が必要な患者について受入れ等を行っています。 

 

○府内で夜間・休日の精神科合併症支援病院となっている病院は 16施設（豊能 3か所、三島

1か所、北河内１か所、中河内１か所、南河内３か所、堺市 2か所、泉州 5か所。令和５年

4月 1日現在）となっており、平成 29年の 19施設から減少していますが、精神科合併症

支援病院の体制確保（２施設/日）は維持できています。 

 

○夜間・休日精神科合併症支援システムの利用件数は、令和 3年度は 188件でしたが、令和

4年度は 168件となっています。また、システムを利用した二次救急医療機関は令和 3年

度は 70施設でしたが、令和 4年度は 57施設と利用件数と利用医療機関ともに減少してい

ます。二次救急医療機関等へさらなる周知が必要となります。 

 

 

（12）患者の受療動向（令和３年度 国保・後期高齢者レセプト） 

【外来患者の受療動向】 

○外来において、大阪府内に住所を有する患者の総レセプト件数（3,407,258 件）のうち、

府外の医療機関における算定件数は 81,561件、また、大阪府内に所在する医療機関の総レ

セプト件数（3,484,844件）のうち、府外に住所を有する患者の算定件数は 159,147件

となり、77,586件の流入超過となっています（出典 厚生労働省「データブック」）。 

 

○二次医療圏において、圏域外への患者流出割合は 10％程度から 30％程度となっており、

圏域内の自己完結率は高くなっていますが、豊能、三島、北河内、中河内、南河内、泉州二

次医療圏では、流出超過となっています。 
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【入院患者の受療動向】 

○入院において、大阪府内に住所を有する患者の総レセプト件数（578,612件）のうち、府

外の医療機関における算定件数は 16,549 件、また、大阪府内に所在する医療機関の総レ

セプト件数（597,203 件）のうち、府外に住所を有する患者の算定件数は 35,140 件と

なり、18,591件の流入超過となっています（出典 厚生労働省「データブック」）。 

 

○二次医療圏において、圏域外への患者流出割合は 10％から 50%程度となっており、圏域間

での差が認められ、北河内、中河内、大阪市二次医療圏では、流出超過となっています。 

 

 

  

 

 

図表 7-5-28 患者の受診先医療機関の所在地（割合） 図表 7-5-29 圏域における外来患者の「流入－流出」 

（件数） 

出典 厚生労働省「データブック」 

図表 7-5-30 患者の入院先医療機関の所在地（割合） 図表 7-5-31 圏域における入院患者の「流入－流出」 

（件数） 

出典 厚生労働省「データブック」 
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３．精神疾患医療の施策の方向 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）多様な精神疾患等の対応 

○多様な精神疾患等（統合失調症、認知症、児童・思春期精神疾患、うつ病、PTSD、依存症、

てんかん、高次脳機能障がい、摂食障がい、成人の発達障がい、妊産婦メンタルヘルス等）

に対応できる医療機関について、それぞれの医療機能を明確にするとともに、精神医療圏で

ある二次医療圏において、役割分担・連携を推進します。 

 

 

 

 

 

 

○多様な精神疾患等やライフステージに対応した治療を地域で安心して受けることができる

よう、医療体制や医療連携の状況を把握し、体制整備を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目的（めざす方向）】 

◆精神疾患のある人が、住み慣れた地域で安心して自分らしい暮らしを送ることが

できる社会の実現 
 

【目標】 

◆多様な精神疾患に対応できる連携体制の充実 

◆依存症の治療可能な医療機関の増加 

◆認知症の人の支援に携わる人材の増加 

◆長期入院者の減少、早期退院率の上昇、地域生活の維持 

◆夜間・休日合併症支援システムを利用する二次救急医療機関等の増加 

【具体的な取組】 
・多様な精神疾患それぞれの都道府県連携拠点・地域連携拠点・地域精神科医療機関

について、病病連携に活用できるよう医療機関等へ周知します。 

・二次医療圏ごとの医療機関関係者等による協議の場である精神医療懇話会におい

て、医療機能情報の活用、連携体制の構築を図ります。 

【具体的な取組】 
・難治性精神疾患の治療が進むよう、治療抵抗性統合失調症治療薬（クロザピン）や

閉鎖循環式全身麻酔の精神科電気けいれん療法（ｍETC）等の専門的治療の普及を

図ります。 

・アルコール依存症・うつ病・てんかん・高次脳機能障がい・摂食障がい・認知症な

ど身体科との連携の必要が高い疾患が多くあることから、身体科における精神疾患

への理解促進、連携体制の推進を図ります。 

・こどもの心診療ネットワーク事業、てんかん地域診療連携体制整備事業、妊産婦こ

ころの相談センター事業により、医療機関同士の連携体制を推進します。 
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○依存症に対する適切な治療を提供するため、医療提供体制の強化を図るとともに依存症の支

援に関わる関係者の対応力の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

○医療と介護の広域的な連携をめざし、認知症支援に携わる人材の育成を図ります（高齢者計

画における施策との有機的な連携）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

○地域で安心して自分らしい暮らしができるよう、医療・福祉・介護・住まい・社会参加・地

域の助け合いが包括的に確保された「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム」構築

のため、関係者間の協議を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的な取組】 
・「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム」の構築に向けて、大阪府・保健所

圏域・市町村の協議の場の活用を図り、三層構造の支援体制による取組を進めてい

きます。 

・新興感染症の発生・まん延時の状況に応じて必要な精神科医療を提供するための連

携体制の構築を図ります。 

【具体的な取組】 
・認知症サポート医養成研修、かかりつけ医・看護職員・歯科医師・薬剤師・病院勤

務の医療従事者、病院勤務以外の看護師等を対象とした認知症対応力向上研修を実

施し、認知症治療に携わる人材の育成を図ります。 

・認知症疾患医療センターにおいて、二次医療圏毎に地域の保健医療・介護・福祉の

関係者を対象とした研修を実施し、保健医療・介護・福祉の連携を図ります。 

・認知症初期集中支援チームが安定的に稼働するために、認知症初期集中支援チーム

と認知症の人に関わる医療機関等との連携体制の充実を図ります。 

【具体的な取組】 
・依存症について治療可能な医療機関を増やすとともに、人材の養成のための医療機

関職員を対象とした専門的な研修を実施します。 

・身体科を含めた医療機関が、必要に応じて依存症の専門医療機関につなぐことがで

きるよう連携体制を促進します。 
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○長期入院精神障がい者の精神科病院からの地域移行を推進し、退院後、再入院せず地域生活

を送るための医療・福祉サービスを確保し、地域定着の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

○入院が必要になった際も安心して治療を受けることができるよう適切な医療及び保護の確

保に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○夜間・休日において症状が急変した時も、安心して医療にかかれるよう夜間・休日精神科救

急医療システムを安定的に運用するとともに、そのうち合併症支援システムについては、身

体科、精神科それぞれの症状に合った必要な医療を受けることができるシステムの運用をめ

ざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的な取組】 

・より複合的な課題を持つ長期入院患者の退院をめざし、長期入院精神障がい者の退

院支援に係る取組みを継続します。 

・「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム」に係る協議の場を通じて、医療保

健福祉連携を強化し、地域生活の定着を図ります。 

【具体的な取組】 

・精神医療審査会において、入院届と入院期間の更新にかかる届けの審査及び退院・

処遇改善請求の審査を行います。 

・入院治療を受けている、医療機関の外の者との面会交流が途絶えやすくなる医療保

護入院者等を中心に入院者支援訪問員の派遣を行います。 

・入院患者への虐待を発見した際の通報窓口を設置し、早期発見、再発防止に取組み

ます。 

【具体的な取組】 

・夜間・休日精神科救急医療システムを安定的に運用できるよう、課題整理を行い、

救急体制の充実を図ります。 

・身体科治療が優先される場合、身体科・精神科共に治療が必要な場合、精神科転院

後に身体科が悪化した場合など、それぞれの症状に合った必要な医療を受けること

ができるよう、システムを運用していきます。 
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番
号

番
号

番
号

指標
情報検索サイトの医療機関向け
ページへのアクセス数

指標
子どもの心の診療機関マップ登
録医療機関数

指標
てんかん診療医療機関検索登録
医療機関数

指標
アルコール専門医療機関におけ
る身体科からの紹介数

指標
依存症の診察ができる医療機関
数

指標
認知症の人の支援に携わる人材
の育成数

1年以上長期入院者（在院患者）
数

指標

指標

指標

精神病床からの退院後１年以内
の地域における平均生活日数

精神病床における早期退院率
（入院後3か月、6か月、1年）

C　目的（社会整備）

1
医療機関の医療機能の明確
化、医療機関の連携推進

多様な精神疾患に対応できる連携体
制の充実

A　個別施策 B　目標（体制整備・医療サービス）

1

2
多様な精神疾患に対応でき
る医療体制の整備

7
入院医療における適切な
医療及び保護の確保

8
夜間・休日精神科救急医療
システムの充実

5

6

5

夜間・休日合併症支援システムを利用
する二次救急医療機関等の増加

指標
夜間・休日合併症支援システム
を利用する二次救急医療機関等
の機関数

4

精神疾患のある人が、住み慣れ
た地域で安心して自分らしい暮
らしを送ることができる社会の実
現

1

多
様
な
精

神
疾
患
等
の
対
応

3 依存症対策の充実 2

依存症の治療可能な医療機関の増加

長期入院者の減少、早期退院率の上
昇、地域生活の維持

4
認知症の人の支援に携わる
人材の育成

3

認知症の人の支援に携わる人材の増
加

地域包括ケアシステム構築
にかかる協議の実施

長期入院精神障がい者の
地域移行推進

精
神
障

が
い
に
も
対
応
し

た

地
域
包
括

ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の

構
築

施策・指標マップ 
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分類 
B：目標 

指 標 
対象 
年齢 

現 状 目標値 

値 出典 
2026 年度 
（中間年） 

2029 年度 
（最終年） 

B 
情報検索サイトの医療機関
向けページへのアクセス数 

－ － 
大阪府「地域保

健課調べ」 
増加 増加 

B 
子どもの心の診療機関マッ
プ登録医療機関数 

－ 
71 施設 

（令和４年度） 

大阪府「地域保

健課調べ」 
増加 増加 

B 
てんかん診療医療機関検
索サイト登録医療機関数 

－ 
145 施設 

（令和４年度） 
大阪府「地域保

健課調べ」 
増加 増加 

B 
アルコール専門医療機関
における身体科からの紹
介数 

－ － 
大阪府「地域保

健課調べ」 
増加 増加 

B 
依存症の診察ができる医
療機関数 

－ 

①アルコー ル
109 施設 
②薬物 61 施設 
③ ギ ャ ン ブ ル
等 25 施設 

（令和４年度） 

大阪府「こころ

の健康総合セン

ター調べ」 

①増加 

②増加 

③60 施設（令

和７年度末） 

①増加 

②増加 

③第３期ギャン

ブル等依存症

対策推進計画

策定時に検討

します 

B 
認知症の人の支援に携わ
る人材の育成数 

－ 大阪府高齢者計画 2024 で評価します 

B 
1 年以上長期入院者（在院
患者）数 

－ 
9,062 人 
(令和３年) 

大阪府「精神科

在院患者調査」 

2026 年６月

末時点での 

1 年以上長期

入院患者数

8,193 人 

第８期障がい

福祉計画策定

時（2026 年度）

に検討します 

B 

精神病床における早期退
院率 
（①入院後 3 か月、②入院
後 6 か月、③入院後 1 年） 

－ 

① 65.3％ 
② 82.3％ 
③ 89.3％ 

（平成 30 年度） 

厚生労働省 

「精神保健福祉

資料」 

① 68.9％ 
② 84.5％ 
③ 91.0％ 

第８期障がい

福祉計画策定

時（2026 年度）

に検討します 

B 
精神病床からの退院後 1
年以内の地域における平
均生活日数 

－ 
325.1 日 

（平成 30 年度） 

厚生労働省 

「精神保健福祉

資料」 

325.3 日 

第８期障がい

福祉計画策定

時（2026 年度）

に検討します 

B 
夜間・休日合併症支援シス
テムを利用する二次救急
医療機関等の機関数 

－ 
57 施設 

（令和４年度） 
大阪府「地域保

健課調べ」 
増加 増加 

 

 

 

 

 

目標値一覧 
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※大阪市二次医療圏については、次ページに掲載しています。 

柏原市

能勢町

豊能町

茨木市
高槻市

島
本
町

枚方市

寝屋川市 交野市

四條畷市
守口市

門真市

大東市

箕面市

吹田市

池
田
市

豊中市

大阪市 東大阪市

八尾市

藤
井
寺
市

松原市

羽曳野市
堺市

太子町

河南町

富田林市大
阪
狭
山
市

千早赤阪村

河内長野市

高石市

泉大津市

忠岡町

岸和田市

和泉市

貝塚市

熊
取
町泉

佐
野
市

田尻町

泉南市

阪南市

岬町

摂津市

１

２

３

４

５

６
７

８
９

10
11

12

13
14

1516

17

18

19

2021 22

23

24

25

26

27
28

29

3031

32

33

34

35

36

豊能二次医療圏

１

２

３

４

５

小曽根病院

さわ病院

大阪大学医学部附属病院

榎坂病院

大阪市立弘済院附属病院

三島二次医療圏

６

７

８

９

10

11

12

光愛病院

新阿武山病院

大阪医科薬科大学病院

高槻病院

藍野病院

藍野花園病院

医療法人紫博会
なかむかいクリニック

北河内二次医療圏

13

14

15

16

17

京阪病院

関西医科大学
総合医療センター

大阪府立病院機構
大阪精神医療センター

関西医科大学附属病院

ねや川サナトリウム

中河内二次医療圏

18

19

20

21

22

八尾こころのホスピタル

国分病院

小阪病院

医療法人
東布施野田クリニック

市立東大阪医療センター

南河内二次医療圏

23

24

25

結のぞみ病院

丹比荘病院

近畿大学病院

堺市二次医療圏

26

27

28

29

30

31

浅香山病院

三国丘病院

耳原総合病院

阪南病院

美原病院

金岡中央病院

泉州二次医療圏

32

33

34

35

36

久米田病院

水間病院

新生会病院

浜寺病院

七山病院

多様な精神疾患等に対応できる都道府県連携拠点医療機関 

令和６年４月１日予定 
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大阪市二次医療圏 

 

 

 

 

  

福島区

浪速区

西成区

住之江区

阿倍野区大正区

東住吉区
平野区

住吉区

東淀川区

淀川区

北 区

鶴見区

城東区

旭 区

都島区

東成区

中央区

生野区

西淀川区

此花区

港 区

西 区

天王寺区

37

38

39

40

41 42

43

44

45

46
47

48

49

50

51

37 大阪市立総合医療センター
（小児医療センター児童青年精神科）

38

39

医療法人 藤井クリニック

医療法人新徳会
新居脳神経外科クリニック

40 大阪府済生会中津病院

41

42

43

医療法人フォスター
生きる育む輝くメンタルクリニック
梅田本院

医療法人フォスター
生きる育む輝くメンタルクリニック
Neo梅田茶屋町

大阪旭こども病院

北部基本保健医療圏

47

48

49

大阪赤十字病院

国立病院機構 大阪医療センター

ゴゥクリニック

東部基本保健医療圏

44

45

46

地域医療機能推進機構
大阪病院

日本生命病院

ほくとクリニック病院

西部基本保健医療圏

50

51

大阪公立大学医学部附属病院

大阪府立病院機構
大阪急性期・総合医療センター

南部基本保健医療圏

令和６年４月１日予定 
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① ② ① ②

1 小曽根病院 ○ ○

2 さわ病院 ○ ○ ○ ○ ○

3 大阪大学医学部附属病院 ○ ○ ○ ○ 10~ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 榎坂病院 ○

5 大阪市立弘済院付属病院 ○

6 光愛病院 ○ 15~

7 新阿武山病院 ○ ○ 18~ ○

8 大阪医科薬科大学病院 ○ ○ ○ ○ 13~ ○ ○ ○

9 高槻病院 ○

10 藍野病院 ○ ○ ○

11 藍野花園病院 ○

12 医療法人紫博会 なかむかいクリニック ○ ○

13 京阪病院 ○ ○

14 関西医科大学総合医療センター ○ ○ ○ ○ ○

15 大阪府立病院機構 大阪精神医療センター ○ ○ 0~ ○ ○ ○ ○ ○

16 関西医科大学附属病院 ○ ○ ○

17 ねや川サナトリウム ○ ○ ○

18 八尾こころのホスピタル ○ ○ ○ ○

19 国分病院 ○

20 小阪病院 ○ ○

21 医療法人 東布施野田クリニック ○

22 市立東大阪医療センター ○ ○ ○

23 結のぞみ病院 ○ 13~ ○ ○ ○ ○ ○

24 丹比荘病院 ○

25 近畿大学病院 ○ ○ ○

26 浅香山病院 ○ ○ ○ ○ ○

27 三国丘病院 4~

28 耳原総合病院 ○ ○

29 阪南病院 ○ ○ 6~ ○ ○ ○

30 美原病院 ○

31 金岡中央病院 ○

32 久米田病院 ○ ○

33 水間病院 ○

34 新生会病院 ○

35 浜寺病院 ○ ○ ○

36 七山病院 ○ ○ ○

大阪市立総合医療センター ○ ○ ○ ○ ○ ○

（小児医療センター児童青年精神科） 6~ ○

38 医療法人 藤井クリニック ○

39 医療法人新徳会 新居脳神経外科クリニック ○

40 大阪府済生会中津病院 ○ ○

41 (医)フォスター 生きる育む輝くメンタルクリニック梅田本院 ○

42 (医)フォスター 生きる育む輝くメンタルクリニックNeo梅田茶屋町 ○

43 大阪旭こども病院 ○

44 地域医療機能推進機構 大阪病院 ○ ○ ○

45 日本生命病院 ○ ○

46 ほくとクリニック病院 ○ ○

47 大阪赤十字病院 ○ ○ ○ ○ ○

48 国立病院機構 大阪医療センター ○ ○

49 ゴゥクリニック ○ ○ ○

50 大阪公立大学医学部附属病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○

51 大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター ○

37

ＰＴＳＤ
アル

コール
薬物

ギャン
ブル等

医療機関名
統合失調症 認知症 児童・

思春期
うつ 摂食 災害

成人
発達

妊産婦
てん
かん

高次脳

図表７-5-32 都道府県連携拠点医療機関名と対応できる精神疾患等（令和６年４月１日予定） 
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※都道府県連携拠点医療機関に望まれる機能

都道府県連携拠点として望まれる機能

① クロザピンによる治療が可能

② 修正電気けいれん療法（mECT）が可能

① 認知症治療を専門とする医師等の育成が可能（研修会開催の場合は自院スタッフのみ対象は不可）

②
自院内で高度な検査等（例　SPECT、MIBG心筋シンチグラフィー、ダットスキャン等）による
鑑別診断が可能

児童思春期の精神科入院機能（専用病棟・病床を保有）

修正電気けいれん療法（mECT）が可能

PTSDについての専門的治療を行っており、PTSD治療に関わる医師等の育成が可能
（研修会開催の場合は自院スタッフのみ対象は不可）

・府内の医療機関に対して、専門プログラムの普及とそれに伴う人材育成が可能
・困難事例の入院治療が可能

・医療機関に対して、専門プログラムの普及とそれに伴う人材育成が可能
・困難事例の入院治療が可能

・府内の医療機関に対して、専門プログラムの普及とそれに伴う人材育成が可能

重症例に対応（てんかん重積発作等にも対応等）が可能
※院内の他科（例　救命救急センター、脳神経外科、小児科、内科等）との連携により対応可能な
　場合も対象となります。

高次脳機能障がいの治療や支援にかかわる医師等スタッフの育成が可能
（研修会開催の場合は自院スタッフのみ対象は不可）

重篤な身体状態の悪化にも対応可能（BMI15未満に対応可能）・入院治療が可能

DPATとしての役割を持ち、府と連携しての活動が可能

発達障がいの確定診断、疾病教育に関わる医師等の育成が可能
（研修会開催の場合は自院スタッフのみ対象は不可）

・院内の精神科医と産婦人科医が連携しての医療提供が可能
・市町村や保健所等との連携が可能

発達障がい（成人）

妊産婦のメンタルヘルス

疾患名

災害医療

ギャンブル等依存症

てんかん

高次脳機能障がい

摂食障がい

統合失調症

認知症

児童・思春期精神疾患
（発達障がい含む）

うつ

PTSD

アルコール依存症

薬物依存症

※地域連携拠点医療機関に望まれる機能

地域連携拠点として望まれる機能

相談機能があり、地域生活を支えるために必要な支援を行う機関との連携体制により支援ができる

・認知症疾患医療センター、あるいは認知症疾患センターと同等の機能（専門医療相談、鑑別
　診断、身体合併症・周辺症状の急性期対応等）がある。
・初期集中支援チームが関与した対象者の認知症早期診断、困難事例の精神科医療面の支援が
　できる

・児童思春期を専門とする医師が診察
・確定診断が可能

うつ病に特化したプログラム（認知行動療法、リワークプログラム等）を実施

専門的治療（持続エクスポージャー療法、EMDRなど）が可能

・専門プログラム（疾病教育・ミーティング・認知行動療法等）を実施
・支援団体や自助グループと連携した支援ができる

・専門プログラム（疾病教育・ミーティング・認知行動療法等）を実施
・支援団体や自助グループと連携した支援ができる

・専門プログラム（疾病教育・ミーティング・認知行動療法等）を実施
・支援団体や自助グループと連携した支援ができる

専門的治療が可能

① 国基準診断

② 診断書作成

③ リハビリ対応

④ 精神症状対応可能（入院）

⑤ 精神症状対応可能（通院）

・身体状況悪化に対応可能
・身体科と連携しての診療可能

府と連携して、被災した精神科医療機関へ支援を行うことが可能

確定診断、疾病教育が可能

地域の産婦人科機関と連携しての診療が可能

疾患名

摂食障がい

災害医療

発達障がい（成人）

妊産婦のメンタルヘルス

アルコール依存症

薬物依存症

ギャンブル等依存症

てんかん

高次脳機能障がい

統合失調症

認知症

児童・思春期精神疾患
（発達障がい含む）

うつ

PTSD




